
 

 

 

 

 

 

 

第 11 付表  

                                    

 



 

第１１ 付 表 
 

１ 令和５年度 児童母子等福祉対策事業概要 

こども未来課・子育て支援課・こども家庭相談室 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

１ 児童館運営 児童館 15 館を設置し児童の健全

育成を図る。 

S41 単独 188,670 館⾧ 1 人・児童厚生員

2 人・体力指導員等 1

～3 人を各館に配置。 

２ 遺児対策事業 ・入学祝金（小・中）  小学校、中

学校入学時 

・中学校卒業祝金 中学校卒業時 

S47 単独 800 28 年度より県補助金

廃止 

  ・弔慰金 父もしくは母の死亡時 S48 単独 300  

３ 地域組織助成 児童館との連携により児童の健全

育成を図る。 

S48 単独 2,460 15 クラブ× 164,000

円＝ 2,460 千円 

４ 女性・家庭児童 

相談 

相談員 5 人を配置し各種相談に応

ずる。 

S40 (女)国 1/2 

 

(女) 

17,488 

(家) 

3,027 

女性相談員 2 人、家庭

相談員 1 人、母子・父

子自立支援員兼女性

相談員 1 人、母子・父

子自立支援員 1 名 

５ 母子寡婦福祉会助

成 

母子・寡婦家庭の福祉向上のため

助成する。 

S41 単独 208  

６ 助産施設入所 経済的理由により、入院助産を受

けることができない妊産婦を入所

措置する。 

S47 国 1/2 1,500  

７ ひとり親家庭等 

医療費給付事業 

対象者はひとり親家庭の 18 歳年

度末までの児童とその児童を扶養

する父母、及び父母のない 18 歳年

度末までの児童。 

S56 県 1/2 165,000 R4 年度給付額 

135,828,854 円 

R4 年度給付件数 

56,101 件 

８ 子ども医療費給付

事業 

0 歳から高校生等までの医療費

（保険診療）の自己負担分を給付

する。 

・令和 6 年 1 月診療分から所得制

限を撤廃。 

S48 県 1/2 470,000 R4 年度給付額 

409,735,863 円 

R4 年度給付件数 

227,815 件 

９ 児童扶養手当支給

事業 

父又は母と生計を同じくしていな

い児童（18 歳年度末まで、心身に

中度以上の障害がある場合 20 歳

未満）を監護している母、又は父、

養育している者に手当を支給す

る。 

S37 国 1/3 1,200,000 R4 年度末受給者数 

2,080 人 

R4 年度支給実績 

1,095,708 千円 

  

-87-



   

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

10 児童手当支給事業 

 

中学校修了前の児童を養育してい

る者に手当を支給する。 

 

H24 
 

 2,820,000 R4 年度末受給者数 

13,107 人 

R4 年度支給実績 

2,809,415 千円 

≺被用者≻ 

（0 歳～3 歳未満）

国 37/45 

県 4/45 

≺その他≻ 

国 4/6 

県 1/6 

 

11 子育て短期支援事

業 

保護者が疾病等の社会的事由によ

り児童の養育が一時的に困難とな

った場合一時的に養育する。 

 ・養育期間……7 日以内 

H5 国 1/3 

県 1/3 

215 浩々学園 

12 放課後児童健全育

成事業（放課後児

童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭に

いない小学生児童を対象に、遊び

を中心にした生活の場を与え、 

児童の健全育成を図る。 

S52 国 1/3 

県 1/3 

305,334 49 クラブ開設 

13 ファミリーサポー

トセンター事業 

育児の援助を受けたい者と育児の

援助を行いたい者を組織化し、 

育児に関する相互援助活動を行う

ことにより、市民が仕事と育児を

両立できる環境を整備し、地域の

子育て支援を行う。 

H18 国 1/3 

県 1/3 

6,814 社会福祉法人八戸市

社会福祉協議会へ運

営業務を委託 

14 放課後子ども教室

運営費 

勉強やスポーツ、文化活動等の取

組みを実施することにより、子ど

もたちが地域社会の中で、心豊か

で健やかに育まれる環境づくりを

推進する。 

H19 国 1/3 1,672 2 地区 

15 八戸童話会補助金 児童文化の実演を通して子どもの

健全育成を図るため、八戸童話会

が行う事業費の一部を補助する。 

S35 単独 1,000 八戸童話会 100 周年

記念事業補助金 

16 八戸市子ども会 

育成連合会補助金 

子ども会育成組織相互の緊密な連

携のもとに、子ども会の自主的な

活動を推進し、子ども一人ひとり

の健全な育成を図るため、事業費

の一部を補助する。 

S36 単独 1,000 子ども会育成事業 

500 千円 

地域活動推進事業 

500 千円 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

17 子育て情報整備事

業 

子育て情報の充実を図るため、子

育て情報 Web サイトの開設、LINE

（R2 から）での情報配信、また母

子健康手帳機能と情報配信機能を

備えた子育て支援アプリ（R4 か

ら）を運用する。 

H27 単独 2,699 （LINE） 

はちのへ未来ネット

へ配信業務を委託 

860 千円 

（子育て支援アプリ） 

1,839 千円 

（Ｗｅｂサイト） 

株式会社アスコエパ

ートナーズと協定を

締結    －千円 

18 母子生活支援施設

入所 

母子世帯が入所し、各種支援を受

けながら自立をめざす。 

 国 1/2 54,811  

19 はちのへ縁結びプ

ロジェクト事業 

町内会と連携し結婚支援に関する

情報を地域にお知らせするほか、

関係団体とも連携し、イベントを

開催する。 

H28 単独 2,601  

20 母子家庭等対策総

合支援事業 

就職に有利な資格取得と高卒認定

試験などの学び直しにかかる費用

の一部助成や、日常生活支援、就

業相談・就業講習会・就業情報の

提供などを通し、ひとり親家庭の

生活負担軽減やより良い就職・ 

転職に向けた可能性を広げる。 

H26 国 1/2 

又は 3/4 

 
※事業によ

り補 助率

が異なる 

26,553 就業・自立支援センタ

ー事業  5,045 千円 

日常生活支援事業 

824 千円 

自立支援教育訓練給

付金事業 4,100 千円 

高等職業訓練促進給

付金等事業 

16,284 千円 

高等学校卒業程度認

定試験合格支援事業 

300 千円 

21 母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 

経済的に不安定な母子･父子家庭

及び寡婦の方々の自立や生活意欲 

の向上を援助するため、貸付を行う。

H28 単独 

※国借入可 

45,145 R4 年度 

貸付件数 45 件 

貸付額 19,978 千円 

22 子どものための教

育・保育給付費 

私立 101 施設、定員 7,818 人 

（R5.4.1 現在） 

・保育所 19 施設（内、分園 1 施

設） 

・幼稚園 13 施設 

・認定こども園 67 施設（内、分園

１施設） 

・小規模保育事業所 2 箇所 

 国 1/2 

県 1/4 

9,161,856 H26 までは保育所入

所運営費 

23 保育料収納業務委

託料 

保育所に保育料の収納業務を委託

し、保育料の納入促進を図る。 

H21 単独 451 納付書 1 枚当たり 

96 円 

24 保育事業研修 

委託 

保育従事者の研修を八戸市保育連

合会に委託し、資質の向上を図る。 

S48 国 1/2 669  
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

25 ふれあい保育事業

（軽度） 

保育を必要とする軽度の障がい児

を保育所等に入所させて、健全な

社会性の成⾧発達を促進するた

め、健常児と共に集団保育を行う。 

S53 国 1/3 

県 1/3 

9,222 ２・３号認定のみ市単

独補助 

26 中程度障がい児保

育事業 

保育を必要とする中程度の心身障

がい児を保育所等に入所させて、

健全な社会性の成⾧発達を促進す

るため、健常児と共に集団保育を

行う。 

H15 国 1/3 

県 1/3 

22,154 ２・３号認定のみ市単

独補助 

27 実費徴収に係る補

足給付事業 

低所得で生計が困難な世帯を対象

に、食事の提供に要する費用、日

用品等の購入に要する費用等の一

部を給付する。 

H28 国 1/3 

県 1/3 

144 副食材料費 

月額 4,500 円まで 

教材費、行事費等 

月額 2,500 円まで 

（副食材料費は私学

助成幼稚園の児童の

み） 

28 一時預かり事業 家庭において保育を受けることが

一時的に困難となった児童を、保

育所等において一時的に預かり、

必要な保護を行う。 

H2 国 1/3 

県 1/3 

150,705 
 

R4 年度 

一般型 32 施設 

幼稚園型Ⅰ 54 施設 

幼稚園型Ⅱ 1 施設 

余裕活用型 0 施設 

29 延⾧保育事業 就労形態の多様化等に伴い、通常

の保育時間帯以外の時間において

保育を行う。 

H6 国 1/3 

県 1/3 

90,658 R4 年度 

短時間認定 51 施設 

標準時間認定 69 施設 

30 地域子育て支援 

拠点事業 

地域において親子の交流等を促進

し、子育ての不安感を緩和し、子

どもの健やかな育ちを図る。 

・子育て親子の交流の場の提供と

交流の促進 

・子育て等に関する相談・援助の

実施 

・地域の子育て関連情報の提供 

・子育て及び子育て支援に関する

講習等の実施 

・地域支援活動の実施 

H6 国 1/3 

県 1/3 

50,602 一般型（6～7 日型） 

1 施設 

一般型（5 日型） 

3 施設 

一般型（3～4 日型） 

8 施設 

31 保育所広域入所委

託 

市内に居住する保育を必要とする

児童について、居住地以外の市町

村の保育所等へ入所希望があった

場合に対応し、保育所等の広域的

な利用の円滑化を図る。 

H10 ―――― ――― 事業費については、子

どものための教育・保

育給付費に含まれる。 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

32 認可外保育施設 

児童対策事業費 

補助金 

認可外保育施設が入所児童に対し

て実施する内科、歯科検診（各年

２回）に要する費用の一部及び入

所児童の処遇向上のため、保育材

料の購入費用の一部を補助する。 

H10 単独 670  

33 休日保育事業 日曜日、国民の祝日等において保

育を必要とする児童に対する保育

を実施する。 

H13 ―――― ―― 事業費については、子

どものための教育・保

育給付費に含まれる。 

34 病児・病後児保育

事業 

病児保育においては、児童が病気

の「回復期に至らない場合」であ

り、かつ、当面の症状の急変が認

められない場合、病後児保育にお

いては、児童が病気の「回復期」

であり、かつ、集団保育が困難な

場合、当該児童を保育所、病院等

に付設された専用スペースで一時

的に保育する。スマートフォンな

どを利用して病児・病後児保育の

予約やキャンセルを行うためのシ

ステムの導入費用を補助する。 

病後児 

H13 
 

病児 

H21 

国 1/3 

県 1/3 

56,514 病児保育  

村上こども医院 

滝沢小児科内科医院 

病後児保育 

明星こども園 

中居林こども園 

南売市保育園 

35 認可外保育施設衛

生・安全対策事業 

認可外保育施設に従事する職員の

健康診断費を助成する。 

H15 国 1/3 314  

36 子育てサロン支援

事業 

地域の公民館等において開催され

る子育てサロン（地域の親子が気

兼ねなく集まり、子育ての相談や

交流ができる場）の運営を支援す

る。 

H19 単独 2,185 
 
社会福祉法人八戸市

社会福祉協議会へ委

託 

37 子育てつどいの広

場事業 

親子の交流等を促進し、子育ての

不安感を緩和し、子どもの健やか

な育ちを図るとともに、中心市街

地の創出を図る。 

・子育て親子の交流の場の提供と

交流の促進 

・子育て等に関する相談・援助の

実施 

・地域の子育て関連情報の提供 

・子育て及び子育て支援に関する

講習等の実施 

・豊かな遊びの空間の提供と遊び

やものづくりに関する体験講座

等の実施 

・地域の子育て力を高める取組の

実施 

H22 国 1/3 

県 1/3 

15,597 
 
はちのへ未来ネット

へ運営業務を委託 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

38 産休等代替職員設

置費補助金 

児童福祉施設等の職員が出産又は

傷病のため⾧期間にわたって継続

する休暇を必要とする場合に、そ

の職員の職務を行わせるための代

替職員を臨時的に雇い上げる事業

者に対し、雇い上げに必要な費用

の一部を補助する。 

H28 単独 1,659 補助基準額 

日額 6,824 円×勤務日数 

39 保育補助者雇上強

化事業補助金 

保育士の業務負担を軽減し離職を

図り、保育人材の確保を行うこと

を目的として、保育士の勤務環境

の改善に取り組んでいる事業者に

対し、保育補助者の雇い上げに必

要な費用の一部を補助する。 

H29 国 3/4 24,236 補助基準額 

月額 112,200 円×雇上

月数 

40 保育士資格取得支

援事業補助金 

幼保連携型認定こども園等におけ

る保育教諭等の人材確保を目的と

して、幼稚園教諭免許状を有する

者等の保育士資格取得に要する経

費について補助する。 

H29 国 1/2 645 指定保育士養成施設

の受講に必要な入学

料、受講料に対し 1/2

を補助。 

41 保育士試験による

資格取得支援事業

補助金 

保育所等で保育士として勤務する

ことが決定した者に対し、保育士

試験受験のために要する経費につ

いて補助する。 

H29 国 1/2 300 保育士試験受験講座

の受講に必要な入学

料、受講料に対し 1/2

を補助。 

42 幼稚園教諭免許状

取得支援事業補助

金 

幼保連携型認定こども園における

保育教諭の人材確保を目的とし

て、保育士資格を有する者の幼稚

園教諭免許状取得・更新に要する

経費について補助する。 

H29 県 1/2 345 免許取得・更新に必要

な入学料、受講料に対

し 1/2 を補助。 

43 八戸市未来の保育

士応援奨学金 

保育士養成施設に在学し、将来市内

の保育所等に保育士として就職し

ようとする者に対し、修学資金を無

利子で貸与する。５年間従事した場

合は、返還を免除する。 

H30 単独 5,760 貸与額月額４万円 

44 施設等利用給付費 主に３歳以上の児童を対象に、幼稚

園（新制度未移行）、認可外保育施

設、預かり保育事業の利用費につい

て無償化を行うために措置する。 

Ｒ元 国 1/2 

県 1/4 

58,000 令和元年 10 月から開

始 
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２ 令和５年度 高齢者福祉対策事業概要 

高齢福祉課 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

1 老人ホーム入所措

置事業 

在宅での生活が困難なおおむね

65 歳以上の高齢者を養護老人ホ

ームに入所措置する。 

・養護老人ホーム     3 ヶ所 

S38 単独 143,582 ⾧生園、晴ヶ丘老人ホ

ーム、津軽ひかり荘 

2 緊急通報装置貸与

事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者

及びひとり暮らしの重度身体障害

者を対象として、緊急時の連絡体

制の整備を図るため、通報装置を

貸与する。 

H5 単独 8,684  

3 老人日常生活用具

給付事業 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者

等の日常生活を容易にするため

に、電磁調理器・火災警報器・自

動消火器を給付する。 

S48 単独 147  

4 老人福祉電話設置

事業 

おおむね 65 歳以上のひとり暮ら

し高齢者宅に設置し、孤独感の解

消、安否の確認と各種相談を行う。 

設置費（移設）を市で負担する。 

S50 単独 979  

5 寝具洗濯乾燥消毒

サービス事業 

おおむね 65 歳以上のひとり暮ら

しや高齢者のみの世帯であって、

心身の障がい及び傷病等により寝

具の衛生管理が困難な方に対し

て、洗濯・乾燥・消毒サービスを

提供する。 

H13 単独 330 クリーニング業者へ

委託 

6 生活支援ハウス運

営事業 

独り暮らしの者、夫婦のみの世帯

に属する者及び家族による援助を

受けることが困難な者であって、

高齢のため独立して生活すること

に不安のあるものに対して、一時

的に短期間の住居を提供する。 

H13 単独 13,960 八戸グリーンハイツ、

アイビス 

7 単位老人クラブ育

成事業 

老人クラブ活動を育成するため、

老人クラブが行う活動に対して補

助金を交付する。 

S38 国 1/3 

単独 

6,469 年度途中に新規設立

したクラブには、市単

独で助成 

8 老人クラブ連合会

育成事業 

老人クラブ連合会で実施する次の

事業へ補助金を交付する。 

・連合会の運営 

・リーダー研修会等の特別事業 

・健康づくり（介護予防）事業 

S47 国 1/3 3,242 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

9 社会奉仕活動等促

進事業 

老人クラブの社会奉仕活動等を促

進し、高齢者の社会参加、生きが

いづくり、地域福祉の向上を図る。 

・老人クラブ加入及び活性化業務 

・集いの場運営及び地域見守り活

動の助成 

・老人クラブ補助金申請受付等業

務 

S55 単独 1,760 

 

10 地区敬老事業支援

事業 

民生委員児童委員協議会等で主催

する地区の敬老事業へ補助金を交

付する。 

S42 単独 29,736 77 歳以上の者、助成

額１人当たり 900 円 

11 敬老祝金支給事業 ⾧寿を祝福するとともに、社会に

貢献した功績をたたえ、その労を

ねぎらうことを目的に、88 歳（米

寿）及び 100 歳の高齢者に祝金を

支給する。 

S49 単独 23,326 支給額 

100 歳  100,000 円 

米寿（88 歳） 

10,000 円 

12 施設の維持管理事

業 

老人福祉センタ－2 館、老人いこ

いの家 5 館、高齢者生活福祉施設

１館の維持管理を行う。 

S48 単独 136,414 老人福祉センター馬

淵荘、老人いこいの家

（臥牛荘、青山荘、諏

訪荘、うみねこ荘、海

浜荘）分 

113,220,000 円 

（うち指定管理料 

51,000,000 円） 

※指定管理者：東北

医療福祉事業協

同組合 

（令和元年度～令和 5 年度） 

老人福祉ｾﾝﾀｰ南郷 

22,597,000 円 

（うち指定管理料 

10,090,000 円） 

※指定管理者：八戸市

社会福祉協議会 

（令和元年度～令和 5 年度） 

高齢者生活福祉施設 

勁松館 597,000 円 

※直営 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

13 鷗盟大学運営 

事業 

60 歳以上の高齢者を対象に一般

教養、園芸、生活福祉等の学習を

通じ、社会参加を促し生きがいの

向上を図る。 

・実施場所……総合福祉会館 

S51 単独 9,000  

14 高齢者バス特別乗

車証交付事業 

70 歳以上の高齢者（身体障害者手

帳 4 級以上及び愛護手帳、精神障

害者保健福祉手帳の所持者は除

く）に社会参加の促進と生きがい

向上のため、市内全線使用できる

市営バス・南部バス共通のバス特

別乗車証を交付する。 

S49 単独 512,583  

15 高齢者バス回数券

交付事業 

市営バス・南部バスが運行してい

ない地域住民に民間バス会社の回

数券を交付する。（対象者は、高齢

者特別乗車証対象者と同じ） 

・交付枚数 11 枚綴×4 冊 

S53 単独 170 十和田観光電鉄バス

回数券（4～3 月交付

分） 

16 はり・きゅう 

あんまマッサージ

施術費助成事業 

70 歳以上の高齢者及び 65 歳以上

の心身障害者（愛護手帳所持者及

び身体障害者手帳 4 級以上）に、

身体機能の促進、健康保持のため、

はり、きゅう、あんま、マッサー

ジ施術費の一部助成券を交付す

る。 

・助成額 １回（助成券１枚） 

 800 円 

・助成券 １人年間 9 枚交付 

S62 単独 

 

青 森 県 後

期 高 齢 者

医 療 広 域

連合（後期

高 齢 者 医

療 保 険 被

保険者分）

100％ 

2,031 指定施術所のみ利用

可 

17 寝 た き り 高 齢 者

等、家族介護慰労

金 

65 歳以上の寝たきり高齢者と同

居し、1 年以上在宅で介護してい

る方に慰労金を支給する。 

H 元 単独 9,300 1 人あたり支給額 

 30,000 円（年 1 回） 

要介護 4 または 5 の認定期間が 1

年以上継続し、当該 1 年間介護保

険サービスを受けていない高齢者

を在宅で介護している家族に対し

介護慰労金を支給する。（介護者・

被介護者との非課税世帯） 

H13 

 
1 人あたり支給額 

 100,000 円（年 1 回） 

18 軽費老人ホーム事

務費補助金 

社会福祉法人が設置する軽費老人

ホームの運営に要する経費につい

て、当該社会福祉法人に対し、補

助金を交付する。 

H28 
 

単独 125,808 5 施設分 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

19 老人福祉施設等施

設整備補助金 

市老人福祉施設等整備方針に基づ

き、老人福祉施設の増築に要する

経費について、当該施設を運営す

る社会福祉法人に対し、補助金を

交付する。 

H29 単独 67,500 特別養護老人ホーム 

20 床分 

20 成年後見センター

事業 

相談機能、広報機能、制度利用促

進機能及び後見人支援機能を備え

た成年後見制度の利用促進を担う

中核機関として、権利擁護総合相

談や啓発・研修、ネットワーク会

議、市民後見推進業務を行う。 

H28 単独 

 

国 1/2（旅

費の一部） 

14,331  

21 市民後見推進事業 ＜市民後見推進協議会＞ 

成年後見制度の利用支援等に関す

る必要事項の調査審議や市民後見

人候補者の受任調整を行う。 

H24 県 1/2 845  

＜市民後見人フォローアップ研修＞  

市民後見人養成研修の修了者が常

に正しい倫理観や知識を持ち、後

見人として不安なく活動できるよ

う研修会を開催する。 

H24 県 2/3 

22 高齢者福祉に関す

る理解促進事業 

介護・福祉サービス事業に携わる

関係者、介護・福祉に関心のある

住民や高齢者福祉に携わる行政職

員等を対象とした研修会を開催す

る。 

H23 単独 170  

23 在宅医療介護 ICT

連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状

態の高齢者に対し、切れ目なく在

宅医療と介護を提供するため、ICT

ツール等を活用し、医療と介護事

業所等の関係者の連携を推進す

る。 

Ｈ30 単独 5,273  
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３ 令和５年度 高齢者福祉対策（地域支援事業）事業概要 

高齢福祉課、介護保険課 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

1 訪問型サービス事業  ＜旧介護予防訪問介護に相当す

るサービス＞ 

要支援者等に対し、掃除、洗濯

等の日常生活上の支援を提供

する。 

H28 国 

約 25％ 

県 

12.5％ 

支払基金 

27％ 

1 号保険料 

23％ 

市 

12.5％ 

93,537  

＜訪問型日常生活支援事業＞ 

生活機能が低下している高齢

者に対し、当該高齢者の居宅に

おいて、掃除、洗濯、調理、買

物その他日常生活における生

活援助を行う。 

R1 

＜低栄養改善事業＞ 

低栄養改善のため、管理栄養士に

よる 3～6 か月間の短期集中型の

個別支援を行う。 

R1 

2 通所型サービス事業  旧介護予防通所介護に相当す

るサービスの他、総合事業対象

者に対して、運動・認知機能の

向上、口腔機能の向上等に資す

るプログラムを通所形態で実

施するとともに、目標の達成状

況に関する評価を行う。 

 331,840  

 ＜旧介護予防通所介護に相当

するサービス＞ 

通所介護事業者の従事者によ

るサービスを実施する。 

H28 
 

 ＜運動・認知複合型プログラム

事業＞ 

筋力や体力の衰え、認知機能の

低下をしている総合事業対象

者に、トレーニング用の器械や

ボールを使った運動や脳トレ、

レクリエーションなどを実施

する。 

R5 受託事業所 

 3 事業所 

 ＜口腔機能向上事業＞ 

口腔機能の低下している総合

事業対象者に、口腔内の衛生状

態の改善や、嚥下機能訓練を実

施する。 

H19 受託歯科医院 38 か所 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

3 介護予防ケアマネ

ジメント事業 

心身の状況、置かれている環境

その他の状況に応じて、その選

択に基づき、訪問型サービス、

通所型サービス、その他生活支

援サービスのほか、一般介護防

や市町村の独自施策、市場にお

いて民間企業により提供され

る生活支援サービスも含め、要

支援者等の状態等にあった適

切なサービスが包括的かつ効

率的に提供されるよう必要な

援助を行う。 

H28 国 

約 25％ 

県 

12.5％ 

支払基金 

27％ 

1 号保険料 

23％ 

市 

12.5％ 

54,828  

4 介護予防把握事業 地域の実情に応じ、効果的かつ

効率的に収集した情報等を活

用して、閉じこもり等の何らか

の支援を要する者を早期に把

握し、住民主体の介護予防活動

へつなげる。 

H18 10,739  

5 介護予防普及啓発

事業 

65 歳以上の者に対し、介護予防

に関する知識の普及・啓発を行

い、介護予防に向けた取組が主

体的に実施されるよう支援す

る。 

H18 42,639  

＜介護予防教室＞ 

介護が必要な状態にならず、元

気に暮らせるよう運動、栄養、

口腔等に係る介護予防教室を

開催する。 

＜パンフレットの配布＞ 

介護予防に資する基本的な知

識を普及啓発するためのパン

フレットを作成し配布する。 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

6 地域介護予防活動支

援事業 

65 歳以上の者に対し、自発的か

つ主体的な介護予防に資する

活動の育成・支援を行う。 

＜生きがいと健康づくり推進事業＞  

ほっとサロンや三世代交流事

業、各種講座等の開催により、

高齢者の生きがいと健康づく

りを図る。 

H18 国 

約 25％ 

県 

12.5％ 

支払基金 

27％ 

1 号保険料 

23％ 

市  

12.5％ 

20,183  
 

 ＜ボランティア育成・活用事業＞  

介護予防に関するボランティ

ア等の人材育成を図るための

研修会を開催するとともに、ボ

ランティアとして各種事業へ

の参加を促進する。 

H23 

＜地域回想法＞ 

回想法を展開し、高齢者同士の

仲間づくりや介護予防につな

げる。 

＜シニアはつらつポイント＞ 

高齢者の社会参加及び地域貢

献を奨励し、介護施設等でのボ

ランティア活動等を通じて自

らの介護予防を図る。 

7 地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業 

地域における介護予防の取組

を機能強化するために、市民や

介護支援専門員等に対し、リハ

ビリテーション専門職等が介

護予防に関する技術的助言等

を行う。 

R1 
 

2,725  

8 審査支払手数料 総合事業の給付管理の審査及

び報酬の請求の支払を国保連

合会に委託した場合に手数料

を支払う。 

H28 2,164  

9 高額介護予防サー

ビス費相当事業 

高額介護（予防）サービス費の

調整後の自己負担額と総合事

業負担額を合算した額が利用

者負担上限額を超えた場合に、

総合事業の利用料を払い戻す。 

H29 930  
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

10 高額医療合算介護

予防サービス費相

当事業 

各医療保険における世帯内で、

計算期間内の医療保険と介護

保険それぞれの自己負担額を

合算した額が自己負担限度額

を超えた場合に、総合事業の利

用料を払い戻す。 

H30 国 

約 25％ 

県 

12.5％ 

支払基金 

27％ 

1 号保険料 

23％ 

市  

12.5％ 

628  

11 地域包括支援セン

ター運営事業 

総合相談支援業務、権利擁護業

務、包括的・継続的ケアマネジ

メント支援業務といった包括

的支援事業を実施し、地域包括

支援センターの運営を行う。 

H18 国 

38.5％ 

県 

19.25％ 

1 号保険料 

23％ 

市 

19.25％ 

 

286,291  

12 包括的支援事業 

（社会保障充実分）  

医療・介護・予防・住まいの生

活支援が包括的に確保される

「地域包括ケアシステム」の構

築に向けた取組を実施する。 

 5,854  

＜在宅医療・介護連携推進事業＞  

医療と介護の両方を必要と

する状態の高齢者が、住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることが

できるよう、在宅医療と介護を

一体的に提供するために、医療

と介護事業所等の関係者の連

携を推進する。 

＜地域ケア会議推進事業＞ 

包括的・継続的ケアマネジメン

ト業務の効果的な実施のため

に、介護支援専門員、保健医療

及び福祉に関する専門的知識

を有するもの、民生委員その他

関係者、関係機関及び関係団体

により構成される会議を設置、

推進する。 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

＜前項続き＞ ＜生活支援体制整備事業＞ 

在宅生活を続ける高齢者の多

様な日常生活上の支援体制を

充実させるため、協議体の設

置、生活支援コーディネーター

の配置、資源開発などを行う。 

    

＜認知症総合支援事業＞ 

認知症の人及びその家族に早

期に関わり、早期診断、早期対

応に向けた支援体制や医療と

介護の連携強化による支援体

制の構築等を行う。 

①認知症初期集中支援推

進事業 

②認知症地域支援・ケア向

上事業 

③認知症サポーター活動

促進・地域づくり推進事業 

13 任意事業 介護保険事業の運営の安定化

を図るとともに、高齢者及び高

齢者を介護する家族等に対し、

地域の実情に応じた必要な支

援を行う 

 国 

38.5％ 

県 

19.25％ 

1 号保険料 

23％ 

市 

19.25％ 

9,870  

 ＜介護給付等費用適正化事業＞  

介護給付を必要とする受給者

を適切に認定し、受給者が真に

必要とするサービスを事業者

が適切に提供するよう促すと

ともに、費用の効率化を通じ

て、持続可能な介護保険制度の

構築を図る。 

  ①認定調査状況チェック 

②ケアプランの点検 

③住宅改修等の点検 

④医療情報との突合・ 

 縦覧点検 

⑤介護給付費通知 等 

 

＜介護用品の支給＞ 

要介護度４、５で市民税非課税

世帯の在宅高齢者を介護して

いる家族に対して、介護用品を

支給する。 

   

＜認知症フォーラムの開催事業＞  

住民が認知症について正しい

知識を得て、「認知症になって

も安心して暮らせるまちづく

り」の重要性を意識付けるほ

か、認知症に関係する各団体が

連携を図ることの重要性を理

解することを目的に実施する。 

H22 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

＜前項続き＞ ＜あんしんカード事業＞ 

市内に住むおおむね 65 歳以上

で認知症等により道に迷って

自宅に帰ることができなくな

るおそれがある方の情報を事

前に登録し、登録者が保護され

た場合、すみやかに家族等に連

絡する。 

H22    

＜認知症サポーター養成事業＞  

地域住民、学校、職域等多くの

住民が認知症を正しく理解し、

認知症の人や家族にさりげな

い声かけや温かく見守ること

ができるよう、認知症サポータ

ー養成講座を開催し、その講師

役であるキャラバン・メイトを

支援する。 

H18   

＜成年後見制度利用支援事業＞  

成年後見制度の市⾧による申

し立て及び必要な者に対する

報酬の助成を行う。 

H16   

＜住宅改修支援事業＞ 

ケアマネジャーの業務のうち、介

護報酬の対象とならない住宅改修

の申請書に添付する理由書の作成

業務に対する報酬を助成する。 

H13 令和4年度 30,800円 
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４ 令和５年度 高齢者福祉対策（介護保険関連）事業概要 

介護保険課 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

１ 低所得者対策事業 ①社会福祉法人等による生計困難

者等に対する介護保険サービスに

係る利用者負担額軽減制度 

②障害者ホームヘルプサービス利

用者に対する支援措置 

①H13 

 
 
 

②H12 

県 3/4 

市 1/4 

971 ①Ｒ4 年度実施 

67 事業所（４法人） 

60 人 

②R4 年度対象者 0 人 

２ 介護の仕事理解促

進事業 

介護職を将来の職業選択のひとつ

としてもらえるよう、中学・高校

生及び保護者・教職員に対してイ

メージアップを図る。 

＜内容＞ 

・出前講座：介護従事者による講

話。介護ロボット体験等 

・PR 冊子配布等 

R2 単独 429 R4 年度実施 

高校 1 校  

参加生徒 26 人 

３ 高額介護（予防）

サービス費の支給 

1 か月に支払った介護サービス費

の自己負担額の合計が自己負担の

上限額を超えた場合、超えた分を

支給する。 

H12 1 号保険料 

23％ 

支払基金 

27％ 

国 25％ 

県 12.5％

市 12.5％ 

（施設分 

国 20％ 

県 17.5％）

466,200 R4 年度支給件数 

38,987 件 

４ 高額医療合算介護

（予防）サービス

費の支給 

年間の医療保険と介護保険の自己

負担額を合算した額が自己負担の

上限額を超えた場合、超えた分を

支給する。 

H21 59,200 R4 年度支給件数 

2,072 件 

５ 介護（予防）特定

福祉用具購入費の

支給 

入浴や排せつに使われる特定福祉

用具の購入費を支給する。 

１年間で 10 万円までの購入費の

うち自己負担は 1～３割。 

H12 24,400 R4 年度支給件数 

      576 件 

６ 居宅介護（予防）

住宅改修費の支給 

居宅の手すりの取付けや段差解消

などの改修費を支給する。 

20 万円までの改修費のうち自己

負担は 1～3 割。 

H12 33,000 R 4 年度支給件数           

      218 件 

７ 負担限度額の認定

（特定入所者介護

サービス費） 

低所得者の負担軽減のため施設等

に支払う食費や居住費の自己負担

の上限額を設定し、超えた分は特

定入所者介護サービス費として補

足給付を行う。 

H17 393,400 R 4 年度支給件数           

     15,706 件 
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５ 令和５年度 障がい福祉対策事業概要 

障がい福祉課 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

1 身体障害者手帳の

交付 

身体障害者福祉法第 15 条第 4 項

に基づき交付する。 

S26 ―――― ――― 手帳交付人数 

8,454 人 

（R5.3.31 現在） 

2 更生医療給付事業 身体障がい者の更生に必要な医療

で、その障がいを除去又は軽減し

て、日常生活を容易にするための

医療費の一部を公費で負担する。 

（例）じん臓機能障害の血液透析、

心臓手術等 

S25 国 1/2 

県 1/4 

434,000 R4 年度 12,896 件 

3 育成医療給付事業 肢体不自由、視覚障害、聴覚・音

声障害または先天性内臓疾患、心

臓疾患などをもつ 18 歳未満の児

童で、その疾患を放置すれば、将

来、障がいに至ると認められる場

合の医療費の一部を公費で負担す

る。 

H25 国 1/2 

県 1/4 

4,000 R4 年度 245 件 

4 身体障害者補装具

費支給事業 

失われた部位、欠陥のある部分を

補う用具に係る費用を支給してい

る。 

S48 国 1/2 

県 1/4 

52,909 R4 年度 539 件 

5 身体障害児補装具

費支給事業 

失われた部位、欠陥のある部分を

補う用具に係る費用を支給してい

る。支給に伴い、申請者が負担す

べき額の 3 分の 2 を市が助成して

いる。 

S48 国 1/2 

県 1/4 

単独 

28,130 自己負担分の 2/3 を市

が助成（単独分事業

費：1,080,152 円） 

R4 年度 161 件 

6 軽度・中等度難聴

児補聴器購入費補

助事業 

身体障害者手帳の交付対象となら

ない軽度・中等度の難聴児（18 歳

未満）に対し、補聴器の購入費の

一部を補助する。 

H25 県 1/2 900 R4 年度 25 人 38 個 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

7 訪問系サービス事

業 

障がい者及び障がい児が、能力及

び適正に応じ、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができる

よう、必要な障害福祉サービス等

に関する給付その他の支援を行

う。 

H18 国 1/2 

県 1/4 

263,000  

8 日中活動系サービ

ス事業 

H18 国 1/2 

県 1/4 

4,367,700  

9 居住系サービス事

業 

H18 国 1/2 

県 1/4 

1,148,400  

10 自立支援給付事業 H18 国 1/2 

県 1/4 

126,540 サービス費分 

11 障害児通所支援給

付事業 

H18 国 1/2 

県 1/4 

1,101,600 サービス費分 

12 巡回・訪問診査事

業 

在宅訪問診査（整形外科）を年 1 回

実施する。 

S46 単独 43 医師、看護師謝礼ほか 

13 身体障害者福祉電

話基本料金助成事

業 

外出困難な重度障がい者の家庭に

福祉電話を設置し、緊急時の連絡、

コミュニケーションの手段を確保

する。基本料金と移設費は市が負

担する。 

S50 単独 113 R4 年度 

対象者 4 人 

14 重度身体障害者日

常生活用具給付事

業 

重度の身体障がい者に、日常生活

を容易にするために特殊寝台や点

字図書を給付し、日常生活の便宜

を図る。 

S44 国 1/2 

県 1/4 

63,353 R4 年度 6,582 件 

15 重度身体障害児日

常生活用具給付事

業 

重度の身体障がい児に、日常生活

を容易にするために入浴や訓練用

ベット等を給付し、日常生活の便

宜を図る。 

S44 国 1/2 

県 1/4 

4,089 R4 年度 332 件 

16 障害支援区分認定

調査事業 

障がい者の福祉サービスの必要性

を明らかにするために、障がい者

の心身の状態を総合的に判断する

ため、障害支援区分の認定調査を

行う。 

H18 単独 

 

13,616  

17 障害支援区分判定

審査事業 

障害福祉サービスの利用を希望す

る障がい者について、認定調査員

による調査を行った後、医師等で

構成する判定審査会により、障害

支援区分を決定する。 

H18 単独 6,181  

18 自動車運転免許取

得・自動車改造費

助成事業 

障がい者が自動車運転免許を取得

する場合及び就労等に伴い自動車

を改造する場合、その費用を助成

し障がい者の社会復帰を図る。 

S55 単独 1,200 R4 年度 

自動車改造 6 件 

運転免許取得 6 件 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

19 特別障害者手当等

給付事業 

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律に基づく在宅重度障がい者

に手当を支給する。 

S50 国 3/4 164,107 R4 年度 

受給者 571 人 

(R5.3.31 現在) 

20 特別児童扶養手当

給付事業 

心身に中度以上の障がいのある

20 歳未満の障がい児を家庭で監

護、養育している保護者に支給さ

れる。 

S39 国 1,024 市には、特別児童扶養

手当支給関係事務費

として国から交付さ

れる。 

R4 年度 

受給者数 590 人 

(R5.3.31 現在) 

21 心身障害者扶養共

済掛金補給事業 

青森県心身障害者扶養共済制度に

加入している人に、その掛金の一

部を補給する。 

・非課税世帯 50/100   

・均等割世帯 30/100 

加入者死亡の場合、障がい者に月

額２万円（２口加入は 4 万円）の

年金が県より支給される。 

S45 単独 731 対象者 9 人 

加入者 88 人 

（R5.3.31 現在） 

22 訪問入浴サービス

事業 

歩行が困難で移送に耐えられない

重度の身体障害者に対し、訪問入

浴車を派遣し、入浴サービスを行

う。 

H12 国 1/2 

県 1/4 

18,720  

23 身体障害者更生館

管理運営事業 

心身障がい者の社会交流促進、レ

クリエーション等の便宜を供与す

る。また、在宅の障がい者に対し、

支援・ピアカウンセリング・相談・

情報提供等を総合的に行う。 

S53 単独 14,060  

24 重度心身障害者医

療費助成事業 

対象者 

・身体障害者手帳 1 級・2 級及び 3

級の内部障がい者 

・愛護（療育）手帳Ａの知的障が

い者 

・精神障害者保健福祉手帳 1 級 

※医療保険による自己負担額を

助成する。 

S49 県 1/2 349,510 受給者 3,174 人 

（R5.3.31 現在） 

25 障がい者バス特別

乗車証交付事業 

6 歳以上の障がい者（身体障害者

手帳 4 級以上及び愛護手帳、精神

障害者保健福祉手帳の所持者）に

社会参加の促進と生きがい増進の

ため、市営バス及び南部バスの市

内全線で使用できるバス特別乗車

証を交付する。 

H15 単独 894 R4 年度 交付者数 

身体障がい者 1,606 人 

知的障がい者 1,017 人 

精神障がい者 1,553 人 
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事 業 名  事 業 の 内 容  
実 施  
年 度  

財 源  
構 成  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

26 障がい者バス回数

券交付事業 

市営バス及び南部バスが運行して

いない地域住民に、十和田観光バ

ス会社の回数券を交付する。(対象

者は、バス特別乗車証対象者に同

じ。) 

H15 単独 7 R4 年度 交付者数 

身体障がい者 0 人 

27 手話通訳者設置事

業 

福祉事務所に設置し、ろうあ者か

らの依頼に応え、各方面で意思伝

達の援助を行う。 

S55 国 1/2 

県 1/4 

7,484 手話通訳者 2 人 

28 手話通訳者派遣事

業 

官公庁、学校、医療関係等をろう

あ者が訪問する場合に手話通訳者

を派遣する。 

H17 国 1/2 

県 1/4 

1,834 手話通訳者派遣事業

登録者 19 人 

（R5.3.31 現在） 

29 療育（愛護）手帳

の交付 

療育手帳制度要綱に基づき交付す

る。 

S48 
 

――― 
 

――― 
 

手帳交付者数 

2,269 人 

（R5.3.31 現在） 

30 重度心身障がい者

タクシー料金助成

事業 

バス利用困難な重度心身障がい者

に対してタクシー利用の一部を助

成し、生活行動範囲の拡大及び社

会参加を促進する。 

S58 単独 16,400 R4 年度 

助成額 600 円／回 

助成回数 4 回／月 

交付者数 952 人 

31 重度心身障がい者

自家用車燃料費助

成事業 

バスやタクシーなど公共交通機関

を利用することが困難な重度心身

障がい者に対して、自家用車燃料

費の一部を助成し、生活行動範囲

の拡大及び社会参加を促進する。 

H30 単独 2,000 R4 年度 

助成額 500 円／回 

助成回数 1 回／月 

交付者数 407 人 

32 精神障害者保健福

祉手帳の交付 

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第 45 条に基づき交付す

る。 

H14 ――― 
 

――― 
 

手帳交付者数 

3,095 人 

（R5.3.31 現在） 

33 自 立 支 援 医 療 費

（精神通院医療）

申請受理 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第

53 条に基づき申請受理する。 

H14 ――― 
 

――― 
 

R4 年度 

承認件数 4,437 人 

34 代読・代筆支援員

派遣事業 

視覚障がい者または知的障がい

者、その他難病等の方で、郵便物

等の文字の読み書きを行うことが

困難な場合、居宅に支援員を派遣

する。 

H27 国 1/2 

県 1/4 

144 R4 年度 1 件 

35 八戸市社会福祉施

設等施設整備費補

助金 

国の「社会福祉施設等施設整備費

補助金」を活用し、社会福祉法人

等が行う障がい福祉サービス事業

所等の施設整備に要する経費の一

部について補助する。 

H29 国 2/3 0 R4 年度 

補助対象件数 0 件 

補助金額 

0 千円 
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６ 令和５年度 その他福祉事業概要 

福祉政策課 

 

事 業 名  事 業 の 内 容  
補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

1 地域集会施設整備

事業 

地域住民自らが設置する地域集会施設

（生活館、集会所）の新築や建替、改修、

トイレ水洗化等を行う場合に補助金を

交付する。 

単独 4,452  

2 避難行動要支援者

事業 

災害発生時、自力では避難できない重度

の障がい者や介護が必要な人が地域の

助け合い・支え合いにより、円滑かつ迅

速に避難できる体制づくりを推進する。 

単独 1,129  

3 個別避難計画作成

推進事業 

避難支援をより実効性のあるものとす

るため、避難行動要支援者一人ひとりに

ついて、個別避難計画を作成する。 

単独 3,571  

4 心のバリアフリー

推進事業 

高齢者・障がい者が活動するにあたり障

害となる物理的バリア（設備の不備、段

差など）・精神的バリア（情報、意識の不

足）のうち、「こころのバリアフリー」と

して意識醸成を図る。 

単独 37  

5 福祉バス運営事業 市内福祉団体等が事業を実施するにあ

たり必要となる場合、中型バス・大型バ

スの運行を行う。 

単独 13,609 中型バス 1 台 

大型バス 1 台 

運行業務委託：三八五

バス株式会社 

受付業務委託：（福）八

戸市社会福祉協議会 

6 ほのぼのコミュニ

ティ 21 推進事業 

独居高齢者や障がい者等を見守る「ほの

ぼの交流協力員」の配置や、研修会、地

区連絡会を行う。 

国 1/2 3,028 業務委託：（福）八戸市

社会福祉協議会 

7 社会福祉協議会 

事業補助金 

福祉増進のための事業を行う八戸市 

社会福祉協議会に対し補助を行う。 

単独 30,269 地域福祉活動費 

23,526,323 円 

八戸市社会福祉大会費 

180,000 円 

青森県社会福祉大会 

派遣費    19,480 円 

社会福祉活動専門員 

設置費   6,542,799 円 

8 地区社会福祉協議

会活動事業補助金 

地区社会福祉協議会の活動を支援する

ため補助を行う。 

単独 1,080 市内 27 地区分 

（設置予定 1 地区含む） 

40,000 円／年×27 地区 

9 八戸市地域の安心・

安全見守り活動推

進事業 

「八戸市安心・安全見守り協定」を市内

事業者と締結し、市民や公共物の異変に

迅速に対応できる体制を構築する。 

単独 313  
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事 業 名  事 業 の 内 容  
補 助 ・  
単 独 別  

事 業 費  
( 千 円 )  備 考  

10 民生委員児童委員

育成事業 

〈民生委員・児童委員活動費〉 

民生委員・児童委員に対し、活動費の支

払いを行う。 

単独 42,919 民生委員活動費 

60,000 円／年×530 人 

児童委員活動費 

4,000 円／年×530 人 

福祉協力員活動費 

12,000 円／年×80 人 

〈福祉協力員活動費〉 

民生委員・児童委員をサポートする役割

を担う福祉協力員に対し、報酬の支払い

を行う。 

〈八戸市民生委員児童委員協議会補助

金〉 

八戸市民生委員児童委員協議会が行う

事業に要する経費に対し、補助を行う。 

〈八戸市民生委員児童委員協議会運営

費補助金〉 

八戸市民生委員児童委員協議会の事務

局運営に要する経費に対し、補助を行

う。 

〈上記以外で主なもの〉 

・民生委員・児童委員を対象とする研修

会を開催する。 

・地区民生委員児童委員協議会会⾧に

対し、活動費の支払いを行う。 

11 虐待等の防止対策

事業 

「八戸市虐待等の防止に関する条例」の

理念普及を図るとともに、関係機関との

連携を強化し虐待等防止に係る取組み

の充実を図る。 

単独 370  

12 市民保養所洗心荘

維持管理事業 

市民の保養・休養のため設置している同

施設の運営・管理を行う。 

単独 23,838 指定管理者：（一社）八戸

市アールアール厚生会 

（～令和 5 年度） 

13 福祉避難所整備 

事業 

指定避難所では避難生活に支障をきた

すような配慮者が、安心して避難生活を

送れるよう、福祉避難所の指定や整備を

推進する。 

単独 140,450  

14 福祉公民館・福祉体

育館維持管理 

事業 

市民の福祉増進のため設置している 

同施設の運営・管理を行う。 

単独 36,414 指定管理者：三八五ふ

れあいネット 

（～令和 7 年度） 

15 総合福祉会館維持

管理事業 

市民の福祉増進のため設置している 

同施設の運営・管理を行う。 

単独 84,348 指定管理者：（福）八戸

市社会福祉協議会 

（～令和 5 年度） 

16 八戸市連合遺族会

補助金 

八戸市戦没者追悼式の実施に係る費用

の一部を補助する。 

単独 20 食糧費を除いた追悼式

経費の 1/3 まで 
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